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「移動体通信領域における市場画定（案）」に関して、別紙のとおり意見を提出します。 
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別紙 

「移動体通信領域における市場画定（案）」に関する意見 
 
「移動体通信領域における市場画定（案）」の策定にあたり、意見提出の機会をいた

だき感謝申し上げます。以下のように意見を提出させていただきますので、よろしく

ご査収の上ご検討いただきますようお願い申し上げます｡ 
 
1. 47頁の（5）②について 
定額制導入以前は、携帯電話事業者（以下キャリアと表記）とコンテンツプロバイ

ダー（以下ＣＰと表記）のビジネスモデルは、キャリアによるパケット通信料金ビジ

ネスとＣＰによるコンテンツ利用料金モデルとそれぞれ事業レイヤーによって明確

にわかれることで有機的な発展をしてきた。 

第3世代携帯電話（以下３Ｇと表記）によるパケット通信料の急増は、ユーザーニ

ーズから市場に定額制の導入を促進することになったが、その結果として本文にある

ように「魅力的なコンテンツによってパケット通信サービスをどんどん使ってもらう

という戦略から、料金回収代行手数料の拡大や自社によるコンテンツビジネス自体の

進出へと戦略が変化していくことだろう。この変化は、携帯電話事業者とＣＰとの従

来の関係にも影響を与えることになる。」という認識のとおり移動体通信領域の市場

は、コンテンツ及びサービスレイヤーへと移行してきているのであり、市場画定する

場合に十分な配慮が必要であると考える。 

 

2. 45頁の1－2－5－2について   
前段の認識にたてばコンテンツをめぐる取引関係はより複雑化しており、「公式サ

イトとユーザーのコンテンツ取引」「キャリアとユーザーとのパケット通信取引」「公

式サイトとキャリアの代金回収代行取引」のモデルに、コンテンツレイヤー内でのキ

ャリア及びその関連会社とCP等サービス事業者との取引関係を加えるべきであると

考える。 

移動体通信領域の市場は、通信料金ビジネスからメディアビジネス及びトランザク

ションビジネスへと競争分野は移行してきており、こんような現状にあわせた対応が

必要であると考える。また、これらのコンテンツレイヤーでのビジネスは移動体通信

機能を必須設備とするものであり、通信事業とメディアビジネス及びトランザクショ

ンビジネスがどのような関係にあるのかは、潜在的な競争事業者の参入意欲を左右す

る大きな要因になると考えるからである。 

 

 



3. 48頁の（7）について 
３Ｇの普及は、端末機能の向上もあって携帯電話とＰＣの境界性がなくなりつつあ

る。本文にあるように「定額制料金が普及すれば、携帯電話とＰＣのコンテンツビジ

ネスの融合が進む。地上デジタル放送の視聴が可能な端末の登場とも相まって、広告

モデルと利用者課金モデルが混在するようになり、携帯電話のプラットフォームとし

ての社会性、基盤性への関心が高まるであろう。課金や認証等の在り方として議論に

なるかもしれない。」とあるとおり、定額制は今までパケット料金の関係で現実的で

なかった携帯電話によるＰＣ向けコンテンツの利用を当たり前のものとし、地上デジ

タル放送の視聴可能な端末は放送の広告モデルを実現しつつあるが、それぞれ両者の

コンテンツビジネスは歴史的な背景もあり、ＰＣ及び放送は広告モデル、携帯電話は

利用者課金モデルを基本として発展してきている。優良なコンテンツにはユーザーを

引きつけるメディア効果があり、メディアを中心とする場合はコンテンツの広告モデ

ルは有効であるが、その場合マスユーザーに受け入れられるコンテンツビジネスしか

成立できない。携帯電話が実現した多様なユーザーニーズに応えたコンテンツビジネ

スを実現するには、利用者への少額課金機能が必須となる。 

定額制時代のＰＣ及び放送と携帯電話の融合が進む事を考えると、コンテンツビジ

ネスは広告モデルと利用者課金モデルが併存したモデルを実現することが必要であ

るが、その場合、少額課金を実現する役割としては携帯電話事業者による料金回収代

行機能は必須機能とならざるを得ない。 

よって、ネットワークの外部性が働く点を考慮すると、公平な競争環境を実現する

ために通信事業の付帯事業として発展してきている料金回収代行機能を不可欠設備

として提供することも考慮すべきであると考える。但し、実現する場合には通信事業

者へ過度な責任を負わせないような社会的なシステムが必要だという点には十分に

注意すべきである。 


